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三
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局
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小
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前
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局
東

外
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医
院

藤
井

医
院

R4.4.4
R4.4.5
R4.4.7
R4.4.10
R4.4.21
R4.4.1
R4.4.1
R4.4.1
R4.4.1
R4.4.1
R4.4.1
R4.4.1
R4.4.1

R4.4.1

R4.4.1

R4.4.1

R4.4.1

R4.4.5
R4.4.20
R4.5.1
R4.5.1

R4.5.1

医
科

医
科

医
科

歯
科

医
科

医
科

医
科

医
科

調
剤

薬
局

調
剤

薬
局

歯
科

調
剤

薬
局

医
科

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

医
科

医
科

医
科

調
剤

薬
局

調
剤

薬
局

調
剤

薬
局

医
科

医
科

多
田

　
利

男
 

中
村

　
隆

 
奥

村
　

良
二

 
忌

部
　

正
 

吉
田

　
正

美
 

新
谷

　
拓

也
 

医
療

法
人

く
ま

も
と

眼
科

ク
リ

ニ
ッ

ク
 

理
事

長
　

熊
本

　
優

子
医

療
法

人
　

林
病

院
　

理
事

長
　

林
　

は
る

み
ク

ラ
フ

ト
株

式
会

社
　

代
表

取
締

役
　

新
井

　
勝

ク
ラ

フ
ト

株
式

会
社

　
代

表
取

締
役

　
新

井
　

勝
清

水
　

清
一

郎
有

限
会

社
　

コ
ム

ネ
ッ

ト
　

代
表

取
締

役
　

水
嶋

康
博

医
療

法
人

　
東

山
会

　
理

事
長

　
斎

藤
　

道
夫

株
式

会
社

　
Ｓ

Ｌ
Ａ

Ｃ
　

代
表

取
締

役
　

青
池

　
浩

生

若
狭

町
 

町
長

　
渡

辺
　

英
朗

高
浜

町
 

町
長

　
野

瀬
　

豊

高
浜

町
 

町
長

　
野

瀬
　

豊

株
式

会
社

　
ク

ス
リ

の
ア

オ
キ

　
代

表
取

締
役

　
青

木
　

宏
憲

酒
井

　
レ

イ
子

株
式

会
社

フ
ァ

ー
マ

み
ら

い
 

代
表

取
締

役
　

岡
山

　
善

郎
医

療
法

人
　

昭
友

会
　

理
事

長
　

東
　

恭
平

医
療

法
人

　
聖

仁
会

　
藤

井
医

院
　

理
事

長
　

藤
井

　
康

広

医
療

機
関

名
称

更
新

日

H
28.4.4

H
28.4.5

H
26.7.1

H
26.7.1

H
26.7.1

H
28.4.1

H
28.4.1

H
28.4.1

H
28.4.1

H
28.4.1

H
27.7.1

H
28.4.1

H
26.7.1

H
28.4.1

H
28.4.1

H
28.4.1

H
28.4.1

H
28.4.5

H
26.7.1

H
28.5.1

H
26.7.1

H
26.7.1

当
初

指
定

日
R10.4.3
R10.4.4
R10.4.6
R10.4.9
R10.4.20
R10.3.31
R10.3.31
R10.3.31
R10.3.31
R10.3.31
R10.3.31
R10.3.31
R10.3.31

R10.3.31

R10.3.31

R10.3.31

R10.3.31

R10.4.4
R10.4.19
R10.4.30
R10.4.30

R10.4.30

有
効

期
限

医
療

機
関

区
分

医
療

機
関

住
所

開
設

者

医
療

機
関

コ
ー

ド

2440040
ほ

ほ
え

み
薬

局
ト

リ
ニ

テ
ィ

ー
株

式
会

社
　

代
表

取
締

役
　

森
　

政
人

R4.3.31

医
療

機
関

名
称

医
療

機
関

住
所

開
設

者
廃

止
日
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医
療

機
関

コ
ー

ド

2440040

0740292
0740433
1714318
1733140

ほ
ほ

え
み

薬
局

服
部

薬
局

つ
つ

じ
調

剤
薬

局
大

嶋
医

院
い

ち
か

わ
歯

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

ト
リ

ニ
テ

ィ
ー

株
式

会
社

　
代

表
取

締
役

　
森

　
政

人

株
式

会
社

　
服

部
薬

局
　

代
表

取
締

役
　

服
部

　
陽

一
株

式
会

社
ミ

ッ
ク

　
代

表
取

締
役

　
中

川
　

春
原

大
嶋

　
一

英
市

川
　

大
以

R4.3.31

R4.3.31
R4.3.31
R4.4.1
R4.4.30

医
療

機
関

名
称

医
療

機
関

住
所

開
設

者
廃

止
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
２
９
号

　
生

活
保

護
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
１

４
４

号
）

第
５

１
条

の
規

定
に

よ
り

指
定

医
療

機
関

か
ら

辞
退

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
５

５
条

の
３

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
３
０
号

　
介

護
保

険
法

（
平

成
９

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

４
１

条
第

１
項

に
規

定
す

る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

を
指

定
し

た
の

で
、

同
法

第
７

８
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治
一

１
　

事
業

所
の

名
称

　
　

　
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
で

あ
い

　
２

　
事

業
所

の
所

在
地

　
　

　
福

井
県

大
飯

郡
高

浜
町

青
１

字
宮

ヶ
谷

１
号

３
番

地
１

　
３

　
事

業
者

の
名

称
　

　
　

株
式

会
社

高
浜

ケ
ア

サ
ポ

ー
ト

　
４

　
指

定
年

月
日

　
　

　
令

和
４

年
４

月
１

日
　

５
　

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
　

　
　

訪
問

看
護

　
６

　
介

護
保

険
事

業
所

番
号

　
　

　
１

８
６

２
３

９
０

０
５

９
二

１
　

事
業

所
の

名
称

　
　

　
Ｆ

Ａ
ケ

ア
サ

ポ
ー

ト
　

２
　

事
業

所
の

所
在

地

医
療

機
関

コ
ー

ド
0314722
0340309

医
療

法
人

　
悠

久
会

　
萩

原
医

院
ツ

ル
カ

メ
薬

局
越

前
市

宮
谷

町
３

６
−

１
０

越
前

市
府

中
１

丁
目

６
−

１
４

医
療

法
人

　
悠

久
会

　
萩

原
医

院
　

理
事

長
　

萩
原

　
哲

郎
村

岡
　

孝
子

R3.1.31
R3.5.1

医
療

機
関

名
称

医
療

機
関

住
所

開
設

者
廃

止
日
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福

井
県

鯖
江

市
住

吉
町

１
丁

目
２

番
２

３
号

　
３

　
事

業
者

の
名

称
　

　
　

Ｆ
Ａ

ケ
ア

サ
ポ

ー
ト

株
式

会
社

　
４

　
指

定
年

月
日

　
　

　
令

和
４

年
４

月
１

日
　

５
　

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
　

　
　

訪
問

介
護

　
６

　
介

護
保

険
事

業
所

番
号

　
　

　
１

８
７

０
７

０
０

６
９

５
三

１
　

事
業

所
の

名
称

　
　

　
や

す
ら

ぎ
荘

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

　
２

　
事

業
所

の
所

在
地

　
　

　
福

井
県

丹
生

郡
越

前
町

織
田

８
３

−
２

４
−

１
　

３
　

事
業

者
の

名
称

　
　

　
社

会
福

祉
法

人
織

田
や

す
ら

ぎ
会

　
４

　
指

定
年

月
日

　
　

　
令

和
４

年
５

月
１

日
　

５
　

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
　

　
　

通
所

介
護

　
６

　
介

護
保

険
事

業
所

番
号

　
　

　
１

８
７

２
０

０
０

５
５

７
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
福
井
県
告
示
第
２
３
１
号

　
介

護
保

険
法

（
平

成
９

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

７
５

条
第

２
項

に
規

定
す

る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
の

廃
止

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

７
８

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
　

　
　

　
　

　
福

井
県

知
事

　
杉

本
　

達
治

一
１

　
事

業
所

の
名

称
　

　
　

Ｊ
Ａ

福
井

県
ヘ

ル
パ

ー
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
テ

ラ
ル

の
ほ

ほ
え

み
　

２
　

事
業

所
の

所
在

地
　

　
　

福
井

県
大

野
市

中
挾

１
丁

目
１

４
０

１
　

３
　

事
業

者
の

名
称

　
　

　
福

井
県

農
業

協
同

組
合

　
４

　
廃

止
届

出
受

理
年

月
日

　
　

　
令

和
４

年
３

月
２

９
日

　
５

　
廃

止
日

　
　

　
令

和
４

年
４

月
３

０
日

　
６

　
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

　
　

　
訪

問
介

護
　

７
　

介
護

保
険

事
業

所
番

号
　

　
　

１
８

７
０

５
０

０
０

５
３

二
１

　
事

業
所

の
名

称
　

　
　

若
狭

町
国

民
健

康
保

険
上

中
診

療
所

　
２

　
事

業
所

の
所

在
地

　
　

　
福

井
県

三
方

上
中

郡
若

狭
町

市
場

１
９

号
５

番
地

　
３

　
事

業
者

の
名

称
　

　
　

若
狭

町
　

４
　

廃
止

届
出

受
理

年
月

日
　

　
　

令
和

４
年

４
月

１
日

　
５

　
廃

止
日

　
　

　
令

和
４

年
３

月
３

１
日

　
６

　
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

　
　

　
短

期
入

所
療

養
介

護
　

７
　

介
護

保
険

事
業

所
番

号
　

　
　

１
８

６
２

４
９

０
０

２
４

三
１

　
事

業
所

の
名

称
　

　
　

一
乗

ハ
イ

ツ
訪

問
入

浴
事

業
所

　
２

　
事

業
所

の
所

在
地

　
　

　
福

井
県

大
野

市
牛

ヶ
原

１
５

４
−

１
−

１
　

３
　

事
業

者
の

名
称

　
　

　
社

会
福

祉
法

人
光

明
寺

福
祉

会
　

４
　

廃
止

届
出

受
理

年
月

日
　

　
　

令
和

４
年

４
月

２
６

日
　

５
　

廃
止

日
　

　
　

令
和

４
年

５
月

１
日

　
６

　
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

　
　

　
訪

問
入

浴
介

護
　

７
　

介
護

保
険

事
業

所
番

号
　

　
　

１
８

７
０

５
０

０
１

１
１

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
３
２
号

　
介

護
保

険
法

（
平

成
９

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

５
３

条
第

１
項

に
規

定
す

る
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

を
指

定
し

た
の

で
、

同
法

第
１

１
５

条
の

１
０

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日
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福
井

県
三

方
上

中
郡

若
狭

町
市

場
１

９
号

５
番

地
　

３
　

事
業

者
の

名
称

　
　

　
若

狭
町

　
４

　
廃

止
届

出
受

理
年

月
日

　
　

　
令

和
４

年
４

月
１

日
　

５
　

廃
止

日
　

　
　

令
和

４
年

３
月

３
１

日
　

６
　

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
　

　
　

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

　
７

　
介

護
保

険
事

業
所

番
号

　
　

１
８

６
２

４
９

０
０

２
４

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
３
４
号

　
救

急
病

院
等

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
３

９
年

厚
生

省
令

第
８

号
）

第
１

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

消
防

法
（

昭
和

２
３

年
法

律
第

１
８

６
号

）
第

２
条

第
９

項
の

救
急

業
務

に
係

る
医

療
機

関
を

撤
回

し
た

の
で

、
同

令
第

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
　

　
　

　
　

　
福

井
県

知
事

　
杉

本
　

達
治

１
　

区
分

　
救

急
診

療
所

の
撤

回
２

　
名

称
　

土
川

整
形

外
科

医
院

３
　

所
在

地
　

福
井

県
越

前
市

常
久

町
第

８
号

１
番

地
４

　
撤

回
年

月
日

　
令

和
４

年
５

月
２

５
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
３
５
号

　
農

林
水

産
大

臣
か

ら
、

森
林

法
（

昭
和

２
６

年
法

律
第

２
４

９
号

）
第

２
９

条
の

規
定

に
よ

り
、

保
安

林
の

指
定

を
解

除
す

る
予

定
で

あ
る

旨
の

通
知

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

３
０

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
　

　
　

　
　

　
福

井
県

知
事

　
杉

本
　

達
治

１
　

解
除

予
定

保
安

林
の

所
在

場
所

   大
野

市
熊

河
１

８
字

上
島

１
の

２
０

・
１

の
２

３
・

１
の

２
４

・
１

の
２

６
・

温
見

３
字

蓬
平

１
の

２
・

２
の

７
か

ら
２

の
１

０
ま

で
・

５
の

４
・

５
の

５
・

１
５

字
孫

次
１

の
１

４
・

１
の

１
５

（
以

上
１

３
筆

国
有

林
。

）
熊

河
１

８
字

上
島

１
の

１
７

・
温

見
１

５
字

孫
次

１
の

１
１

・
１

の
１

２
（

以
上

３
筆

に
つ

い
て

、
次

の
図

に
示

す
部

分
に

限
る

。
）

２
　

保
安

林
と

し
て

指
定

さ
れ

た
目

的
　

　
水

源
の

か
ん

養
３

　
解

除
の

理
由

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治
１

　
事

業
所

の
名

称
　

　
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
で

あ
い

２
　

事
業

所
の

所
在

地
　

　
福

井
県

大
飯

郡
高

浜
町

青
１

字
宮

ヶ
谷

１
号

３
番

地
１

３
　

事
業

者
の

名
称

　
　

株
式

会
社

高
浜

ケ
ア

サ
ポ

ー
ト

４
　

指
定

年
月

日
　

　
令

和
４

年
４

月
１

日
５

　
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

　
　

介
護

予
防

訪
問

看
護

６
　

介
護

保
険

事
業

所
番

号
　

　
１

８
６

２
３

９
０

０
５

９
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
福
井
県
告
示
第
２
３
３
号

　
介

護
保

険
法

（
平

成
９

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

１
１

５
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
廃

止
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
１

１
５

条
の

１
０

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治
一

１
　

事
業

所
の

名
称

　
　

　
一

乗
ハ

イ
ツ

訪
問

入
浴

事
業

所
　

２
　

事
業

所
の

所
在

地
　

　
　

福
井

県
大

野
市

牛
ヶ

原
１

５
４

−
１

−
１

　
３

　
事

業
者

の
名

称
　

　
　

社
会

福
祉

法
人

光
明

寺
福

祉
会

　
４

　
廃

止
届

出
受

理
年

月
日

　
　

　
令

和
４

年
４

月
２

６
日

　
５

　
廃

止
日

　
　

　
令

和
４

年
５

月
１

日
　

６
　

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
　

　
　

介
護

予
防

訪
問

入
浴

介
護

　
７

　
介

護
保

険
事

業
所

番
号

　
　

　
１

８
７

０
５

０
０

１
１

１
二

１
　

事
業

所
の

名
称

　
　

　
若

狭
町

国
民

健
康

保
険

上
中

診
療

所
　

２
　

事
業

所
の

所
在

地



福 井 県 報 第 198 号令和４年５月31日（火）7

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
３
９
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
３

０
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
土

地
改

良
区

の
定

款
変

更
を

認
可

し
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

告
示

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
０
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
３

０
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
土

地
改

良
区

の
定

款
変

更
を

認
可

し
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

告
示

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
１
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
３

０
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
土

地
改

良
区

の
定

款
変

更
を

認
可

し
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

告
示

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
２
号

　
大

蓮
寺

川
放

水
路

整
備

工
事

０
４

−
０

５
−

０
４

０
１

の
請

負
契

約
に

係
る

一
般

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

に
つ

い
て

は
、

建
設

工
事

の
請

負
契

約
等

に
係

る
競

争
入

札
の

参
加

者
の

資
格

等
（

平
成

１
０

年
福

井
県

告
示

第
７

４
９

号
）

の
規

定
は

適
用

せ
ず

、
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

２
２

年
政

令
第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

５
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

別
に

こ
の

工
事

の
請

負
契

約
に

係
る

一
般

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

を
定

め
た

の
で

、
同

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
そ

の
基

本
と

な
る

べ
き

事
項

お
よ

び
当

該
資

格
の

審
査

の
申

請
の

時
期

、
方

法
等

を
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治
１

　
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
事

項

　
　

道
路

用
地

と
す

る
た

め
　

（
「

次
の

図
」

は
、

省
略

し
、

そ
の

図
面

を
福

井
県

庁
お

よ
び

大
野

市
役

所
に

備
え

置
い

て
縦

覧
に

供
す

る
。

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
福
井
県
告
示
第
２
３
６
号

　
国

土
調

査
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
１

８
０

号
）

第
６

条
の

３
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

地
籍

調
査

に
関

す
る

令
和

４
年

度
に

お
け

る
事

業
計

画
を

定
め

た
の

で
、

同
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
　

　
　

　
　

　
福

井
県

知
事

　
杉

本
　

達
治

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
３
７
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
３

０
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
土

地
改

良
区

の
定

款
変

更
を

認
可

し
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

告
示

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
３
８
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
３

０
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
土

地
改

良
区

の
定

款
変

更
を

認
可

し
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

告
示

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治
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⑴
　

工
事

名
　

　
　

大
蓮

寺
川

放
水

路
整

備
工

事
　

０
４

−
０

５
−

０
４

０
１

　
⑵

　
工

事
場

所
　

　
　

一
級

河
川

　
大

蓮
寺

川
　

　
　

福
井

県
　

勝
山

市
本

町
２

丁
目

か
ら

元
町

１
丁

目
　

地
係

　
⑶

　
工

事
概

要
　

　
　

施
工

延
長

　
３

２
７

．
４

ｍ
　

　
　

推
進

工
（

φ
２

２
０

０
）

　
３

２
１

．
１

ｍ
２

 　
こ

の
工

事
の

請
負

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
（

以
下

「
特

定
建

設
工

事
入

札
参

加
資

格
」

と
い

う
。

）
の

審
査

を
申

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
者

　
 　

特
定

建
設

工
事

入
札

参
加

資
格

の
審

査
を

申
請

す
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
次

の
条

件
の

す
べ

て
を

満
た

す
共

同
企

業
体

と
す

る
。

　
⑴

 　
こ

の
工

事
を

共
同

し
て

請
け

負
う

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
福

井
県

内
に

営
業

所
（

建
設

業
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

０
０

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
３

条
第

１
項

の
営

業
所

の
う

ち
、

同
項

の
許

可
に

係
る

営
業

所
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

有
す

る
２

の
建

設
業

者
（

法
第

２
条

第
３

項
に

規
定

す
る

建
設

業
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
よ

り
結

成
さ

れ
た

共
同

企
業

体
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
代

表
者

以
外

の
構

成
員

は
福

井
県

内
に

主
た

る
営

業
所

を
有

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

　
⑵

　
共

同
企

業
体

の
構

成
員

は
、

次
に

掲
げ

る
要

件
の

す
べ

て
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

。
　

　
ア

 　
特

定
建

設
工

事
共

同
企

業
体

入
札

参
加

資
格

審
査

申
請

書
（

以
下

「
申

請
書

」
と

い
う

。
）

を
提

出
す

る
時

点
に

お
い

て
、

福
井

県
の

競
争

入
札

参
加

資
格

に
つ

い
て

土
木

一
式

工
事

Ａ
等

級
の

資
格

を
有

す
る

と
決

定
さ

れ
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

（
会

社
更

生
法

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

５
４

号
）

の
規

定
に

基
づ

き
更

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

行
わ

れ
て

い
る

者
ま

た
は

民
事

再
生

法
（

平
成

１
１

年
法

律
第

２
２

５
号

）
の

規
定

に
基

づ
き

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
行

わ
れ

て
い

る
者

に
つ

い
て

は
、

更
生

手
続

開
始

ま
た

は
再

生
手

続
開

始
の

決
定

後
に

、
別

に
定

め
る

手
続

に
基

づ
く

競
争

入
札

参
加

資
格

の
再

認
定

を
受

け
て

い
る

こ
と

。
）

。
　

　
イ

 　
申

請
書

を
提

出
す

る
時

点
に

お
い

て
、

法
第

３
条

第
１

項
の

許
可

を
有

し
て

の
営

業
年

数
（

継
続

し
た

営
業

年
数

と
し

、
許

可
の

失
効

（
法

第
３

条
第

３
項

）
ま

た
は

許
可

の
取

消
し

（
法

第
２

９
条

）
が

あ
っ

た
場

合
は

そ
れ

以
前

の
営

業
年

数
は

通
算

し
な

い
。

以
下

同
じ

。
）

が
３

年
以

上
あ

る
こ

と
。

　
　

ウ
 　

こ
の

工
事

の
請

負
契

約
に

係
る

一
般

競
争

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
他

の
共

同
企

業
体

の
構

成
員

で
な

い
こ

と
。

　
　

エ
　

共
同

企
業

体
へ

の
出

資
の

比
率

が
い

ず
れ

も
３

０
パ

ー
セ

ン
ト

以
上

で
あ

る
こ

と
。

　
　

オ
 　

申
請

書
を

提
出

す
る

時
点

に
お

い
て

、
福

井
県

工
事

等
契

約
に

係
る

指
名

停
止

等
の

措
置

要
領

（
以

下
「

措
置

要
領

」
と

い
う

。
）

に
基

づ
く

指
名

停
止

ま
た

は
指

名
除

外
期

間
中

で
な

い
こ

と
。

　
　

カ
 　

申
請

書
を

提
出

す
る

時
点

に
お

い
て

、
建

設
業

退
職

金
共

済
制

度
、

中
小

企
業

退
職

金
共

済
制

度
も

し
く

は
特

定
退

職
金

共
済

制
度

の
い

ず
れ

か
に

加
入

し
て

い
る

こ
と

。
ま

た
は

退
職

一
時

金

制
度

を
有

し
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

。
　

　
キ

 　
申

請
書

を
提

出
す

る
時

点
に

お
い

て
、

会
社

更
生

法
の

規
定

に
基

づ
き

更
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
行

わ
れ

て
い

る
者

ま
た

は
民

事
再

生
法

の
規

定
に

基
づ

き
再

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

行
わ

れ
て

い
る

者
で

あ
っ

て
、

２
⑵

ア
の

再
認

定
を

受
け

て
い

な
い

者
そ

の
他

経
営

不
振

に
陥

っ
た

と
明

ら
か

に
認

め
ら

れ
る

等
こ

の
入

札
に

参
加

す
る

の
に

ふ
さ

わ
し

く
な

い
と

認
め

ら
れ

る
者

で
な

い
こ

と
。

　
　

ク
 　

法
第

２
６

条
第

１
項

に
規

定
す

る
主

任
技

術
者

ま
た

は
同

条
第

２
項

お
よ

び
第

５
項

に
規

定
す

る
監

理
技

術
者

（
監

理
技

術
者

資
格

者
証

（
裏

面
で

講
習

受
講

を
確

認
で

き
な

い
場

合
は

、
こ

れ
に

加
え

て
監

理
技

術
者

講
習

修
了

証
）

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

。
）

で
あ

っ
て

、
こ

の
工

事
に

関
す

る
入

札
公

告
に

お
い

て
定

め
る

要
件

を
満

た
し

て
い

る
者

を
こ

の
工

事
の

現
場

に
専

任
で

配
置

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。
　

⑶
 　

共
同

企
業

体
の

構
成

員
の

代
表

者
が

次
に

掲
げ

る
要

件
の

す
べ

て
を

満
た

し
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

。
　

　
ア

　
共

同
企

業
体

へ
の

出
資

の
比

率
が

構
成

員
中

最
大

で
あ

る
こ

と
。

　
　

イ
　

こ
の

工
事

に
関

す
る

入
札

公
告

に
お

い
て

定
め

る
工

事
実

績
を

有
す

る
者

で
あ

る
こ

と
。

３
　

特
定

建
設

工
事

入
札

参
加

資
格

の
審

査
の

申
請

手
続

　
 　

特
定

建
設

工
事

入
札

参
加

資
格

の
審

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

り
申

請
す

る
こ

と
。

　
⑴

　
提

出
書

類
　

　
ア

　
申

請
書

　
　

イ
　

経
営

規
模

等
総

括
表

　
　

ウ
 　

共
同

企
業

体
の

す
べ

て
の

構
成

員
の

経
営

規
模

等
評

価
結

果
通

知
書

お
よ

び
総

合
評

定
値

通
知

書
（

経
営

事
項

審
査

の
結

果
に

つ
い

て
の

法
第

２
７

条
の

２
７

お
よ

び
第

２
７

条
の

２
９

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
通

知
に

係
る

文
書

を
い

う
。

）
の

写
し

（
令

和
３

・
４

年
度

の
福

井
県

建
設

工
事

等
競

争
入

札
参

加
資

格
審

査
（

再
審

査
を

含
む

。
）

に
お

い
て

用
い

た
も

の
に

限
る

。
）

　
　

エ
　

共
同

企
業

体
協

定
書

　
　

オ
　

工
事

経
歴

書
　

　
カ

　
技

術
職

員
名

簿
　

⑵
　

申
請

書
等

（
３

⑴
に

掲
げ

る
提

出
書

類
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

交
付

期
間

等
　

　
ア

　
交

付
期

間
　

　
　

 　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

（
火

）
か

ら
同

年
６

月
１

５
日

（
水

）
ま

で
（

福
井

県
の

休
日

を
定

め
る

条
例

（
平

成
元

年
福

井
県

条
例

第
２

号
）

第
１

条
に

規
定

す
る

県
の

休
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

４
時

ま
で

　
　

イ
　

交
付

場
所

　
　

　
　

福
井

県
大

野
市

友
江

１
１

−
１

４
　

　
　

　
福

井
県

奥
越

土
木

事
務

所
総

務
課

　
⑶

　
申

請
書

等
の

提
出

期
間

等
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ア
　

提
出

期
間

　
　

　
　

申
請

書
等

の
交

付
期

間
と

同
じ

と
す

る
。

　
　

イ
　

提
出

場
所

　
　

　
　

申
請

書
等

の
交

付
場

所
と

同
じ

と
す

る
。

　
　

ウ
　

提
出

方
法

　
　

　
 　

郵
送

（
民

間
事

業
者

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

ま
た

は
持

参
し

て
提

出
す

る
も

の
と

し
、

電
送

に
よ

る
も

の
は

受
け

付
け

な
い

。
　

　
　

 　
な

お
、

郵
送

に
よ

り
提

出
す

る
場

合
に

は
、

配
達

記
録

が
残

る
書

留
郵

便
等

を
利

用
し

て
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

　
エ

　
提

出
部

数
　

　
　

　
正

本
１

部
お

よ
び

副
本

１
部

４
　

特
定

建
設

工
事

入
札

参
加

資
格

の
有

無
お

よ
び

格
付

け
の

決
定

　
 　

特
定

建
設

工
事

入
札

参
加

資
格

の
審

査
の

申
請

を
し

た
者

の
特

定
建

設
工

事
入

札
参

加
資

格
の

有
無

に
つ

い
て

は
、

３
⑴

に
掲

げ
る

提
出

書
類

を
審

査
し

た
上

で
決

定
し

、
そ

の
格

付
け

に
つ

い
て

は
３

⑴
ウ

に
掲

げ
る

書
類

に
基

づ
き

、
３

⑴
イ

に
掲

げ
る

書
類

に
よ

り
審

査
の

上
、

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

　
 　

な
お

、
特

定
建

設
工

事
入

札
参

加
資

格
の

有
無

お
よ

び
格

付
け

を
受

け
た

者
で

あ
っ

て
も

、
申

請
書

を
提

出
し

た
後

開
札

ま
で

に
、

共
同

企
業

体
の

構
成

員
の

い
ず

れ
か

が
措

置
要

領
に

基
づ

く
指

名
停

止
ま

た
は

指
名

除
外

の
措

置
を

受
け

た
場

合
そ

の
他

経
営

不
振

に
陥

っ
た

と
明

ら
か

に
認

め
ら

れ
る

等
こ

の
入

札
に

参
加

す
る

の
に

ふ
さ

わ
し

く
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

は
、

特
定

建
設

工
事

入
札

参
加

資
格

お
よ

び
格

付
け

の
決

定
を

取
り

消
す

こ
と

が
あ

る
。

５
　

特
定

建
設

工
事

入
札

参
加

資
格

の
有

効
期

間
　

 　
特

定
建

設
工

事
入

札
参

加
資

格
の

有
無

お
よ

び
格

付
け

の
決

定
は

、
こ

の
工

事
の

請
負

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
に

つ
い

て
の

み
有

効
と

し
、

こ
の

工
事

を
落

札
し

た
共

同
企

業
体

の
入

札
参

加
資

格
お

よ
び

格
付

け
に

あ
っ

て
は

こ
の

工
事

が
完

了
し

、
当

該
共

同
企

業
体

の
清

算
が

完
了

し
た

日
に

、
そ

の
他

の
共

同
企

業
体

に
あ

っ
て

は
こ

の
工

事
の

請
負

契
約

が
締

結
さ

れ
た

日
に

、
そ

の
効

力
を

失
う

も
の

と
す

る
。

６
　

そ
の

他
　

　
特

定
建

設
工

事
入

札
参

加
資

格
の

審
査

に
つ

い
て

の
照

会
先

　
　

福
井

県
土

木
部

土
木

管
理

課
建

設
産

業
・

人
材

支
援

室
　

　
電

話
番

号
　

０
７

７
６

−
２

０
−

０
４

７
０

　「
福

井
県

財
政

事
情

」
の

作
成

及
び

公
表

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
２

３
年

福
井

県
条

例
第

１
６

号
）

第
２

条
第

１
項

お
よ

び
地

方
公

営
企

業
法

（
昭

和
２

７
年

法
律

第
２

９
２

号
）

第
４

０
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
県

の
財

政
事

情
お

よ
び

公
営

企
業

の
業

務
状

況
を

別
冊

の
と

お
り

公
表

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治
　「

別
冊

」
は

省
略

し
、

福
井

県
総

務
部

情
報

公
開

・
法

制
課

県
政

情
報

セ
ン

タ
ー

、
財

政
課

お
よ

び
会

計
局

会
計

課
若

狭
会

計
室

に
備

え
置

き
、

一
般

の
縦

覧
に

供
す

る
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
福

井
県

情
報

公
開

条
例

（
平

成
１

２
年

福
井

県
条

例
第

４
号

）
第

３
４

条
の

規
定

に
よ

り
、

令
和

３
年

度
の

公
文

書
の

公
開

の
実

施
状

況
を

次
の

と
お

り
公

表
す

る
。

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
　

　
　

　
　

　
福

井
県

知
事

　
杉

本
　

達
治
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１
　
公
開
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
公
文
書
の
実
施
機
関
別
件
数
お
よ
び
請
求
者
延
べ
人
数

３
年
度

２
年
度

総
務
部

4
8
3

7
6
3

-
3
6
.
7
%

地
域
戦
略
部

4
5
5

3
4
7

3
1
.
1
%

交
流
文
化
部

3
0
3

1
3

2
2
3
0
.
8
%

安
全
環
境
部

2
2
7

5
3

3
2
8
.
3
%

健
康
福
祉
部

6
,
8
1
0

2
,
7
8
8

1
4
4
.
3
%

産
業
労
働
部

2
0
2

1
1
5

7
5
.
7
%

農
林
水
産
部

8
7
1

9
6

8
0
7
.
3
%

土
木
部

1
,
1
6
2

1
,
1
8
5

-
1
.
9
%

会
計
局

1
9

5
2
8
0
.
0
%

小
計

1
0
,
5
3
2

5
,
3
6
5

9
6
.
3
%

1
5
7

2
0

6
8
5
.
0
%

3
5
8

1
5
5

1
3
1
.
0
%

2
,
0
4
4

1
,
9
8
1

3
.
2
%

2
2

0
皆
増

5
4
6

-
8
9
.
1
%

1
1
6

3
2
8

-
6
4
.
6
%

1
3
,
2
3
4

7
,
8
9
5

6
7
.
6
%

３
年
度

２
年
度

増
減
率

5
1
4

4
0
3

2
7
.
5
%

　
２
　
公
開
請
求
に
対
す
る
決
定
等
の
内
容

３
年
度

２
年
度

3
,
1
1
9

3
,
5
0
5

9
,
8
9
3

4
,
3
2
1

1
8
0

4
5

4
2

2
4

1
3
,
2
3
4

7
,
8
9
5

議
会
局

令
和
３
年
度
公
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況
（
件
数
内
訳
）

実
施
機
関

公
文
書
件
数

増
減
率

知
事

公
文
書
件
数

全
部
公
開

一
部
公
開

教
育
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

人
事
委
員
会
等

県
立
大
学

合
計

警
察
本
部
長

非
公
開

取
下
げ

合
計

請
求
者
延
べ
人
数

決
定
等
の
内
容

令
和
３
年
度
公
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況
 

  

１
 

対
象
公
文
書
件
数

 
１
３
，
２
３
４

件
 
前
年
度
比
 
６

７
．
６
％
増
（
令
和

２
年
度
 
 
７
，
８
９
５
件
）
 

【
増
減
の
主
な
要
因
】
 

 
 
・
法
人
の
決
算
書
類
 
 
 
 
 
 
 
６
，
６
１
７
件
 

前
年
度
比
 

１
３
６
．
９
％
増
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
令
和
２
年
度

 
２
，
７
９
３

件
）
 

 

２
 

請
求
者
延
べ

人
数
 
 
５
１
４
人
 
前
年
度
比
 
２
７
．

５
％
増
 
（
令
和
２
年
度
 
 
４
０
３
人
）
 

 ３
 

主
な
請
求
内

容
 

①
 
法
人
の

決
算
書
類
 
 

 
 
 
 
 
 
 
６
，
６
１
７

件
 
 
（
令
和
２
年
度
 
２
，
７
９
３
件
）
 

②
 
政
治
資

金
収
支
報
告
書
関
係
文
書
 
 

 
２
，
０
４
４
件
 
 
（
令
和
２
年
度
 
１
，
９
８
１
件
）
 

③
 
法
人
設

立
届
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４
７
８

件
 
 
（
令
和
２
年
度
 
 

 
５
９
１
件
）
 

 

４
 

決
定
等
の
内

容
 

 
 
 
 
全
部
公
開
 
３
，
１
１
９
件
（
２
３
．
６
％
）
 

 
 
 
 

一
部
公
開
 
９
，
８
９
３
件
（
７
４
．
７
％
）
 

 
 
非
公
開
 
 
 
 
１
８
０
件
（
 
１
．
４
％
）
 

（
文
書
不
存
在
：
１
７
１
件
、
存
否
応
答
拒
否
：
３
件
、
却
下
：
６
件
）
 

 
 
取
下
げ
 
 
 
 
 
４
２
件
（
 
０
．
３
％
）
 

 

５
 

審
査
請
求
の

処
理
状
況
（
令
和
４
年
３
月
３
１
日
現
在
）
 

区
分
 

件
数
 

処
理
す
べ
き
件
数
 

①
 

2
 

 
2
年
度
か
ら
の
継
続
件
数
 

0
 

3
年
度
中
の
新
規
件
数
 

2
 

処
理
済
 

②
 

0
 

 
棄
却
 

0
 

取
下
げ
 

③
 

0
 

処
理
中
（
次
年
度
へ
継
続
）
 

①
－
②
－
③
 

2
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令
和

３
年

度
福

井
県

個
人

情
報

保
護

条
例

の
運

用
状

況
 

  １
 
対
象
公
文
書
件
数

 
 

５
５

４
件

 
前

年
度

比
 
 
１

６
５

．
１

％
増

 
（

令
和

２
年

度
 
２

０
９

件
）
 

 ２
 
請
求
者
延
べ
人
数
 
 

 
７

９
人

 
前

年
度

比
 
 
 

４
１

．
１

％
増

 
（

令
和

２
年

度
 
 
５

６
人

）
 

 ３
 
主
な
請
求
内
容
 

①
 
警
察
署
等
へ
の

相
談
記

録
 
 

 
 
 

 
 

 
 

２
９

８
件

 
（

令
和

２
年

度
 

１
６

６
件

）
 

②
 
職
員
採
用
試

験
結

果
（

人
事

委
員

会
）

 
 

 
 

 
１

０
件

 
（

令
和

２
年

度
 

 
１

２
件

）
 

 ４
 
決
定
等
の
内
容
 

 
 
 
全
部
開
示
 
 
７
９

件
（

１
４

．
３

％
）
 

 
 
 
一
部
開
示
 
４
６

７
件

（
８
４

．
３

％
）
 

 
 
 
非
開
示
 
 
 
 

８
件

（
 
１

．
４

％
）
（

文
書
不
存

在
５

件
、

存
否
応

答
拒
否

１
件
、

制
度
対

象
外
２

件
）
 

 
 
 
取
下
げ
 
 
 
 
０

件
（

 
 

 
０

％
）
 

 ５
 
審
査
請
求
の
処
理
状
況

 
（

令
和
４

年
３

月
３
１

日
現

在
）
 

区
分

 
件

数
 

処
理
す
べ
き
件
数
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
①
 

0
 

 
2
年

度
か

ら
の

継
続

件
数
 

0
 

3
年

度
中

の
新

規
件

数
 

0
 

処
理
済
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
②
 

0
 

取
下
げ
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
③
 

0
 

処
理
中
（
次
年
度
へ
継

続
）

 
 

 
 

 
 
①

－
②

－
③
 

0
 

 ６
 
個
人
情
報
の
開
示
（
口

頭
請

求
分

）
 

（
１
）

 請
求
（
開
示
）

の
件
数
 

 
 
４

，
５

１
７

件
（

令
和
２
年

度
 
４

，
４

０
４
件

）
 

 

（
２
）
主
な
請
求
内
容
 

 
 
 
 
 
運
転
免
許
試
験

結
果

 
 

４
，

３
１

４
件

（
令

和
２

年
度

 
４

，
２

１
７

件
）
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
福

井
県

個
人

情
報

保
護

条
例

（
平

成
１

４
年

福
井

県
条

例
第

６
号

）
第

５
９

条
の

規
定

に
よ

り
、

令
和

３
年

度
の

同
条

例
の

運
用

状
況

を
次

の
と

お
り

公
表

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治
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３
　

口
頭

に
よ

る
開

示
請
求
お
よ
び
開
示
の
状
況

　
（

１
）

口
頭

に
よ

る
開

示
請
求
お
よ
び
開
示
の
件
数

件
　
（
令
和
２
年
度
 
4
,
4
0
4
件
）

　
（

２
）

口
頭

に
よ

る
開

示
請
求
お
よ
び
開
示
の
実
施
機
関
別
件
数
・
開
示
内
容

安
全
環
境
部

健
康
福
祉
部

産
業
労
働
部

小
計

　
４

　
個

人
情

報
取

扱
事

務
の
状
況

件
　
（
令
和
２
年
度
末
　
1
,
8
7
5
件
）

　
個

人
情

報
取

扱
事

務
登

録
簿
に
お
け
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
件
数
（
令
和
４
年
３
月
３
１
日
時
点
）

1
,
7
8
8

警
察

本
部

長
4
,
3
2
3

職
員

採
用

試
験

結
果

運
転

免
許

試
験

結
果

合
計

4
,
5
1
7

1
3

教
育

委
員

会
1
2
9

公
立

学
校

教
員

採
用

選
考

試
験

結
果

福
井

県
立

中
学

校
入

学
者

選
抜

適
性

検
査

結
果

人
事

委
員

会
5
2

職
員

採
用

試
験

結
果 4
,
5
1
7

実
施

機
関

開
示
請
求
お
よ
び

開
示
の
件
数

開
示

内
容

知
事

2
狩

猟
免

許
試

験
結

果

1
0

登
録

販
売

者
試

験
結

果

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

師
試

験
結

果

1
技

能
検

定
結

果

　
１
　
個
人
情
報
の
開
示
請
求
等
の
状
況

　
（
１
）
個
人
情
報
の
開
示
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
公
文
書
の
実
施
機
関
別
件
数
お
よ
び
請
求
者
延
べ
人
数

３
年
度

総
務
部

1
0

7

地
域
戦
略
部

1
3

7

健
康
福
祉
部

8
0

5

農
林
水
産
部

0
1

土
木
部

0
2

小
計

1
0
3

2
2

教
育
委
員
会

2
0

人
事
委
員
会

1
1

1
2

県
立
大
学

8
0

4
3
0

1
7
5

5
5
4

2
0
9

３
年
度7
9

5
6

　
（
２
）
個
人
情
報
の
訂
正
請
求
の
件
数

　
（
３
）
個
人
情
報
の
利
用
停
止
請
求
の
件
数

　
２
　
開
示
請
求
に
対
す
る
決
定
等
の
内
容

３
年
度7
9

2
9

4
6
7

1
7
3

8
5

0
2

5
5
4

2
0
9

皆
増

全
部
開
示

一
部
開
示

非
開
示

取
下
げ

合
計

0
件
　
（
令
和
２
年
度
　
　
0
件
）

0
件
　
（
令
和
２
年
度
　
　
0
件
）

決
定
等
の
内
容

公
文
書
件
数２
年
度

２
年
度

増
減
率

請
求
者
延
べ
人
数

4
1
.
1
%

皆
増

-
8
.
3
%

警
察
本
部
長

1
4
5
.
7
%

合
計

1
6
5
.
1
%

知
事

4
2
.
9
%

8
5
.
7
%

1
5
0
0
.
0
%

皆
減

皆
減

3
6
8
.
2
%

令
和
３
年
度
福
井
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況
（
件
数
内
訳
）

実
施
機
関

公
文
書
件
数

増
減
率

２
年
度
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医

薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品

質
、

有
効

性
及

び
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

５
年

法
律

第
１

４
５

号
）

第
３

６
条

の
８

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
令

和
４

年
度

福
井

県
登

録
販

売
者

試
験

（
以

下
「

試
験

」
と

い
う

。
）

を
実

施
す

る
の

で
、

医
薬

品
、

医
療

機
器

等
の

品
質

、
有

効
性

及
び

安
全

性
の

確
保

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（

昭
和

３
６

年
厚

生
省

令
第

１
号

）
第

１
５

９
条

の
４

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
　

　
　

　
　

　
福

井
県

知
事

　
杉

本
　

達
治

１
　

試
験

日
時

　
　

令
和

４
年

８
月

２
８

日
（

日
）

　
　

正
午

か
ら

午
後

４
時

４
５

分
ま

で
２

　
試

験
場

所
　

　
福

井
県

自
治

会
館

　
　

福
井

市
西

開
発

４
丁

目
２

０
２

−
１

　
　

サ
ン

ド
ー

ム
福

井
　

　
越

前
市

瓜
生

町
５

−
１

−
１

　
　

福
井

県
生

活
学

習
館

　
　

福
井

市
下

六
条

町
１

４
−

１
　

　
中

小
企

業
産

業
大

学
校

　
　

福
井

市
下

六
条

町
１

６
−

１
５

　
　

福
井

県
国

際
交

流
会

館
　

　
福

井
市

宝
永

３
丁

目
１

−
１

３
　

試
験

方
法

　
　

筆
記

試
験

４
　

試
験

項
目

　
⑴

　
医

薬
品

に
共

通
す

る
特

性
と

基
本

的
な

知
識

　
⑵

　
人

体
の

働
き

と
医

薬
品

　
⑶

　
主

な
医

薬
品

と
そ

の
作

用
　

⑷
　

薬
事

に
関

す
る

法
規

と
制

度
　

⑸
　

医
薬

品
の

適
正

使
用

と
安

全
対

策
５

　
受

験
申

請
書

の
配

布
　

⑴
　

配
布

期
間

　
　

 　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

（
火

）
か

ら
同

年
６

月
２

７
日

（
月

）
ま

で
の

午
前

８
時

３
０

分
か

ら
午

後
５

時
１

５
分

ま
で

（
土

曜
日

、
日

曜
日

は
除

く
。

）
　

⑵
　

配
布

場
所

　
　

 　
福

井
県

健
康

福
祉

部
医

薬
食

品
・

衛
生

課
お

よ
び

県
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
の

窓
口

な
ら

び
に

福
井

県
健

康
福

祉
部

医
薬

食
品

・
衛

生
課

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

て
配

布
す

る
。

　
　

 　
な

お
、

受
験

申
請

書
の

請
求

を
郵

送
に

よ
っ

て
行

う
場

合
は

、
郵

便
番

号
お

よ
び

あ
て

先
を

明
記

し
た

角
２

号
の

返
信

用
封

筒
に

１
４

０
円

切
手

（
速

達
希

望
は

４
０

０
円

切
手

）
を

貼
っ

て
同

封
す

る
こ

と
。

６
　

受
験

手
続

　
 　

試
験

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
受

験
申

請
書

（
用

紙
の

大
き

さ
は

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
。

）
に

次
に

掲
げ

る
書

類
等

を
添

え
て

、
福

井
県

健
康

福
祉

部
医

薬
食

品
・

衛
生

課
ま

た
は

当
該

住
所

地
を

管
轄

す
る

県
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
に

、
福

井
市

に
在

住
す

る
者

は
、

県
福

井
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
に

提
出

す
る

こ
と

。
郵

送
に

よ
り

提
出

す
る

場
合

に
は

必
ず

簡
易

書
留

ま
た

は
書

留
郵

便
に

よ
る

こ
と

。
　

⑴
　

写
真

　
１

葉
　

　
 　

（
申

請
前

６
月

以
内

に
撮

影
し

た
無

帽
、

正
面

、
上

半
身

の
縦

の
長

さ
６

ｃ
ｍ

、
横

の
長

さ
４

ｃ
ｍ

の
大

き
さ

で
、

裏
面

に
氏

名
お

よ
び

生
年

月
日

を
記

載
し

、
受

験
申

請
書

の
所

定
の

欄
に

貼
付

す
る

こ
と

。
）

　
⑵

　
受

験
手

数
料

　
１

３
，

０
０

０
円

　
　

　
※

受
験

手
数

料
は

下
記

ア
，

イ
の

い
ず

れ
か

の
手

段
に

よ
り

納
付

す
る

こ
と

。
　

　
ア

 　
福

井
県

収
入

証
紙

１
３

，
０

０
０

円
分

を
受

験
申

請
書

の
所

定
の

欄
に

貼
り

付
け

る
。

（
消

印
は

し
な

い
こ

と
。

）
　

　
イ

 　
福

井
県

の
手

数
料

納
付

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

、
コ

ン
ビ

ニ
支

払
い

ま
た

は
ク

レ
ジ

ッ
ト

払
い

で
１

３
，

０
０

０
円

を
納

付
し

た
後

、
発

番
さ

れ
る

申
込

番
号

を
福

井
県

収
入

証
紙

貼
付

欄
に

記
載

す
る

こ
と

。
７

　
受

験
申

請
書

の
提

出
期

間
　

 　
令

和
４

年
６

月
１

３
日

（
月

）
か

ら
同

年
６

月
２

７
日

（
月

）
ま

で
の

午
前

８
時

３
０

分
か

ら
午

後
５

時
１

５
分

ま
で

（
土

曜
日

、
日

曜
日

は
除

く
。

）
と

し
、

郵
送

に
よ

る
場

合
は

必
ず

簡
易

書
留

も
し

く
は

書
留

郵
便

で
行

い
、

令
和

４
年

６
月

２
７

日
（

月
）

ま
で

の
消

印
の

あ
る

も
の

に
限

り
受

け
付

け
る

。
８

　
合

格
者

の
発

表
　

 　
令

和
４

年
１

０
月

３
日

（
月

）
午

前
１

０
時

か
ら

同
年

１
０

月
１

７
日

（
月

）
の

期
間

、
合

格
者

の
受

験
番

号
を

福
井

県
庁

１
階

の
掲

示
板

お
よ

び
県

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

の
掲

示
板

に
掲

示
す

る
ほ

か
、

福
井

県
健

康
福

祉
部

医
薬

食
品

・
衛

生
課

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

す
る

と
と

も
に

、
合

格
者

に
通

知
す

る
。

９
　

そ
の

他
　

 　
受

験
手

続
そ

の
他

試
験

に
関

す
る

問
い

合
わ

せ
は

、
福

井
県

健
康

福
祉

部
医

薬
食

品
・

衛
生

課
（

福
井

市
大

手
３

丁
目

１
７

−
１

　
電

話
０

７
７

６
−

２
０

−
０

３
４

７
）

ま
た

は
県

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

あ
て

に
行

う
こ

と
。

（
対

応
時

間
は

土
曜

日
、

日
曜

日
お

よ
び

祝
日

を
除

く
平

日
の

午
前

８
時

３
０

分
か

ら
午

後
５

時
１

５
分

ま
で

。
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
随

意
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号
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。

以
下

「
規

則
」

と
い

う
。

）
第

１
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治
１

　
随

意
契

約
に

係
る

特
定

役
務

の
名

称
お

よ
び

委
託

区
域

　
⑴

　
名

　
　

称
  福

井
県

県
有

林
包

括
業

務
委

託
（

福
井

地
区

）
　

　
　

委
託

区
域

　
福

井
農

林
総

合
事

務
所

管
内

に
お

け
る

県
有

林
　

⑵
　

名
　

　
称

  福
井

県
県

有
林

包
括

業
務

委
託

（
坂

井
地

区
）

　
　

　
委

託
区

域
　

坂
井

農
林

総
合

事
務

所
管

内
に

お
け

る
県

有
林

　
⑶

　
名

　
　

称
  福

井
県

県
有

林
包

括
業

務
委

託
（

丹
南

地
区

）
　

　
　

委
託

区
域

　
丹

南
農

林
総

合
事

務
所

管
内

に
お

け
る

県
有

林
２

　
契

約
に

関
す

る
事

務
を

担
当

す
る

部
局

の
名

称
お

よ
び

所
在

地
　

⑴
　

名
　

称
　

福
井

県
福

井
農

林
総

合
事

務
所

　
　

　
所

在
地

　
福

井
県

福
井

市
松

本
３

丁
目

１
６

−
１

０
　

⑵
　

名
　

称
　

福
井

県
坂

井
農

林
総

合
事

務
所

　
　

　
所

在
地

　
福

井
県

坂
井

市
三

国
町

水
居

１
７

−
４

５
　

⑶
　

名
　

称
　

福
井

県
丹

南
農

林
総

合
事

務
所

　
　

　
所

在
地

　
福

井
県

越
前

市
上

太
田

町
４

１
−

５
３

　
随

意
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

日
　

⑴
　

令
和

４
年

４
月

１
日

　
⑵

　
令

和
４

年
４

月
１

日
　

⑶
　

令
和

４
年

４
月

１
日

４
　

随
意

契
約

の
相

手
方

の
名

称
お

よ
び

住
所

　
⑴

　
福

井
林

業
共

同
事

業
体

　
　

　
（

代
表

者
）

　
　

　
福

井
森

林
組

合
　

　
　

福
井

県
福

井
市

文
京

６
丁

目
１

１
−

１
３

　
　

　
（

構
成

員
）

　
　

　
越

前
福

井
森

林
組

合
　

　
　

福
井

県
越

前
市

高
瀬

町
１

丁
目

１
４

−
２

３
　

　
　

（
構

成
員

）
　

　
　

美
山

町
森

林
組

合
　

　
　

福
井

県
福

井
市

美
山

町
６

−
２

５
−

１
　

　
　

（
構

成
員

）
　

　
　

株
式

会
社

　
ツ

リ
ー

エ
ー

　
　

　
福

井
県

勝
山

市
北

郷
町

志
比

原
２

−
１

　
⑵

　
あ

わ
ら

・
坂

井
林

業
共

同
事

業
体

　
　

　
（

代
表

者
）

　
　

　
坂

井
森

林
組

合
　

　
　

福
井

県
あ

わ
ら

市
御

簾
尾

１
５

−
６

　
　

　
（

構
成

員
）

　
　

　
有

限
会

社
　

藤
倉

組
　

　
　

福
井

県
坂

井
市

丸
岡

町
八

ヶ
郷

１
３

−
２

０
−

２
　

⑶
　

丹
南

林
業

共
同

事
業

体
　

　
　

（
代

表
者

）
　

　
　

越
前

福
井

森
林

組
合

　
　

　
福

井
県

越
前

市
高

瀬
町

１
丁

目
１

４
−

２
３

　
　

　
（

構
成

員
）

　
　

　
南

条
郡

森
林

組
合

　
　

　
福

井
県

南
条

郡
南

越
前

町
今

庄
２

−
１

８
−

１
　

　
　

（
構

成
員

）
　

　
　

株
式

会
社

　
丸

勝
木

材
　

　
　

福
井

県
丹

生
郡

越
前

町
萩

野
１

２
５

５
　

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
　

⑴
　

４
６

，
２

８
９

，
１

０
０

円
　

⑵
　

１
９

，
２

８
２

，
３

４
０

円
　

⑶
　

１
７

６
，

２
０

０
，

２
０

０
円

６
　

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
手

続
　

　
随

意
契

約
７

　
随

意
契

約
の

理
由

　
 　

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令
第

３
７

２
号

）
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
に

該
当

す
る

た
め

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

麻
生

津
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

７
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
令

和
４

年
３

月
３

１
日

に
役

員
を

退
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
｡

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
　

　
　

　
　

　
福

井
県

知
事

　
杉

本
　

達
治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
　

住
　

　
　

所
　

理
　

事
　

前
田

　
重

信
　

福
井

市
安

保
町

9-6
　

〃
　

　
田

畑
　

善
教

　
福

井
市

三
尾

野
町

11-48
　

〃
　

　
村

上
　

一
美

　
福

井
市

杉
谷

町
26-25

　
〃

　
　

清
水

　
勝

栄
　

福
井

市
今

市
町

33-6
　

〃
　

　
吉

田
　

平
信

　
福

井
市

今
市

町
16-4

　
〃

　
　

清
水

　
俊

弘
　

福
井

市
今

市
町

32-53
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〃

　
　

堀
江

　
善

和
　

福
井

市
今

市
町

16-6
　

〃
　

　
藤

井
　

榮
　

　
福

井
市

杉
谷

町
10-14

　
〃

　
　

田
中

　
傳

　
　

福
井

市
杉

谷
町

1-10-1
　

〃
　

　
林

　
真

一
郎

　
福

井
市

中
荒

井
町

11-36
　

〃
　

　
津

々
美

民
治

　
福

井
市

引
目

町
14-20

　
〃

　
　

福
野

　
和

彦
　

福
井

市
安

保
町

8-21
　

〃
　

　
伊

藤
　

利
一

　
福

井
市

冬
野

町
16-6

　
〃

　
　

小
幡

　
裕

昭
　

福
井

市
中

野
町

10-21
　

〃
　

　
四

方
　

義
一

　
福

井
市

花
守

町
4-14

　
〃

　
　

岩
佐

　
文

孝
　

福
井

市
三

尾
野

町
7-24

監
　

事
　

清
水

　
眞

　
　

福
井

市
今

市
町

32-52
　

〃
　

　
吉

川
　

明
博

　
福

井
市

杉
谷

町
26-46

　
〃

　
　

荒
井

　
博

之
　

福
井

市
花

守
町

4-18
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

九
頭

竜
川

左
岸

用
水

土
地

改
良

区
か

ら
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
８

条
第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

者
が

令
和

３
年

１
２

月
３

１
日

に
役

員
を

退
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
｡

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
　

　
　

　
　

　
福

井
県

知
事

　
杉

本
　

達
治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
　

住
　

　
　

所
　

理
　

事
　

道
辻

　
保

　
　

福
井

市
布

施
田

町
18-7

　
〃

　
　

中
垣

内
一

夫
　

福
井

市
江

上
町

38-11
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

松
岡

吉
野

土
地

改
良

区
か

ら
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
８

条
第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

者
が

令
和

３
年

１
１

月
１

日
に

役
員

を
退

任
し

た
旨

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
１

８
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

｡
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治
役

員
名

　
氏

　
　

　
名

　
　

　
住

　
　

　
所

　
理

　
事

　
大

道
　

進
武

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

松
岡

湯
谷

17-17-1
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

松
岡

吉
野

土
地

改
良

区
か

ら
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
８

条
第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

者
が

令
和

４
年

４
月

３
０

日
に

役
員

を
退

任
し

た
旨

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
１

８
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

｡
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治
役

員
名

　
氏

　
　

　
名

　
　

　
住

　
　

　
所

　

理
　

事
　

川
崎

　
利

弘
　

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
上

吉
野

55-1
　

〃
　

　
吉

元
　

治
美

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

松
岡

上
吉

野
58-10

　
〃

　
　

吉
田

　
一

雄
　

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
湯

谷
5-18

　
〃

　
　

畠
中

　
道

博
　

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
西

野
中

28-24
　

〃
　

　
金

元
　

直
栄

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

松
岡

宮
重

8-6
　

〃
　

　
南

　
　

哲
治

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

小
畑

17-20
監

　
事

　
古

元
　

重
之

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

松
岡

湯
谷

5-23
　

〃
　

　
済

川
　

稔
　

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

松
岡

西
野

中
31-38

　
〃

　
　

中
村

　
成

人
　

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
吉

野
8-1

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
麻

生
津

土
地

改
良

区
か

ら
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
８

条
第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

者
が

令
和

４
年

４
月

１
日

に
役

員
に

就
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
。

　
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治
役

員
名

　
氏

　
　

　
名

　
　

　
住

　
　

　
所

 　
　

　
理

　
事

　
村

上
　

一
美

　
福

井
市

杉
谷

町
26-25

　
〃

　
　

清
水

　
眞

　
　

福
井

市
今

市
町

32-52
　

〃
　

　
福

野
　

和
彦

　
福

井
市

安
保

町
8-21

　
〃

　
　

吉
田

　
平

信
　

福
井

市
今

市
町

16-4
　

〃
　

　
清

水
　

勝
栄

　
福

井
市

今
市

町
33-6

　
〃

　
　

清
水

　
俊

弘
　

福
井

市
今

市
町

32-53
　

〃
　

　
吉

川
　

善
朗

　
福

井
市

杉
谷

町
1-9-1

　
〃

　
　

田
中

　
英

児
　

福
井

市
杉

谷
町

35-62-甲
　

〃
　

　
辻

岡
　

正
充

　
福

井
市

中
荒

井
町

9-1
　

〃
　

　
津

々
美

民
治

　
福

井
市

引
目

町
14-20

　
〃

　
　

荒
木

　
真

一
　

福
井

市
安

保
町

8-26
　

〃
　

　
伊

藤
　

利
一

　
福

井
市

冬
野

町
16-6

　
〃

　
　

小
幡

　
裕

昭
　

福
井

市
中

野
町

10-21
　

〃
　

　
荒

井
　

祥
次

　
福

井
市

花
守

町
6-3

　
〃

　
　

直
正

　
昭

博
　

福
井

市
三

尾
野

町
12-7-1

　
〃

　
　

田
端

　
輝

永
　

福
井

市
三

尾
野

町
8-6

監
　

事
　

吉
川

　
明

博
　

福
井

市
杉

谷
町

26-46
　

〃
　

　
荒

井
　

博
之

　
福

井
市

花
守

町
4-18

　
〃

　
　

清
水

　
義

明
　

福
井

市
今

市
町

32-72
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

九
頭

竜
川

左
岸

用
水

土
地

改
良

区
か

ら
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
８

条
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第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

者
が

令
和

４
年

３
月

１
２

日
に

役
員

を
就

任
し

た
旨

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
１

８
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

｡
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治
役

員
名

　
氏

　
　

　
名

　
　

　
住

　
　

　
所

　
理

　
事

　
川

端
　

正
行

　
福

井
市

布
施

田
町

17-11-1
　

〃
　

　
中

川
　

義
忠

　
福

井
市

江
上

町
45-11

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
松

岡
吉

野
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

７
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
令

和
４

年
５

月
１

日
に

役
員

に
就

任
し

た
旨

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
１

８
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。
　

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
　

　
　

　
　

　
福

井
県

知
事

　
杉

本
　

達
治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
　

住
　

　
　

所
 　

　
　

理
　

事
　

川
崎

　
利

弘
　

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
上

吉
野

55-1
　

〃
　

　
吉

元
　

治
美

　
吉

田
郡

永
平

寺
町

松
岡

上
吉

野
58-10

　
〃

　
　

古
元

　
重

之
　

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
湯

谷
5-23

　
〃

　
　

畑
　

幹
夫

　
　

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
湯

谷
8-21

　
〃

　
　

金
元

　
直

栄
　

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
宮

重
8-6

　
〃

　
　

松
井

　
俊

和
　

福
井

市
高

木
中

央
3丁

目
601-501

　
〃

　
　

南
　

　
哲

治
　

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
小

畑
17-20

監
　

事
　

中
村

　
成

人
　

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
吉

野
8-1

　
〃

　
　

西
尾

　
幸

博
　

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
宮

重
2-5-1

　
〃

　
　

黒
川

　
浩

徳
　

吉
田

郡
永

平
寺

町
市

荒
川

26-1-1
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

春
江

町
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

７
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
令

和
４

年
４

月
２

７
日

に
役

員
を

退
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
　

　
　

　
　

　
福

井
県

知
事

　
杉

本
　

達
治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
　

住
　

　
　

所
理

　
事

　
橋

本
　

充
雄

　
坂

井
市

春
江

町
沖

布
目

15-16
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

鯖
江

下
新

庄
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

７
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
令

和
４

年
３

月
３

１
日

に
役

員
を

退
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治
役

員
名

　
氏

　
　

　
名

　
　

　
住

　
　

　
所

理
　

事
　

木
水

　
勇

　
　

鯖
江

市
下

新
庄

町
52-28

　
〃

　
　

木
水

　
秀

徳
　

鯖
江

市
下

新
庄

町
52-59

　
〃

　
　

石
本

　
義

幸
　

鯖
江

市
下

新
庄

町
53-6

　
〃

　
　

真
田

権
右

衛
門

　
鯖

江
市

下
新

庄
町

53-78
　

〃
　

　
石

本
　

浩
治

　
鯖

江
市

下
新

庄
町

55-19-2
　

〃
　

　
福

岡
　

正
喜

　
鯖

江
市

下
新

庄
町

59-4-1
　

〃
　

　
山

形
　

和
夫

　
鯖

江
市

下
新

庄
町

63-6
　

〃
　

　
齋

藤
　

晋
　

　
鯖

江
市

定
次

町
8-15

　
〃

　
　

斉
藤

　
正

之
　

鯖
江

市
定

次
町

8-31
　

〃
　

　
奥

田
　

俊
雄

　
鯖

江
市

五
郎

丸
町

16-25
監

　
事

　
福

田
　

耕
一

　
鯖

江
市

下
新

庄
町

56-30
　

〃
　

　
山

﨑
　

喜
通

　
鯖

江
市

下
新

庄
町

126-6-1
　

〃
　

　
斉

藤
　

徳
明

　
鯖

江
市

定
次

町
8-25

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
鯖

江
下

新
庄

土
地

改
良

区
か

ら
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
８

条
第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

者
が

令
和

４
年

４
月

１
日

に
役

員
に

就
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
　

　
　

　
　

　
福

井
県

知
事

　
杉

本
　

達
治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
　

住
　

　
　

所
理

　
事

　
木

水
　

秀
徳

　
鯖

江
市

下
新

庄
町

52-59
　

〃
　

　
石

本
　

義
幸

　
鯖

江
市

下
新

庄
町

53-6
　

〃
　

　
石

本
　

浩
治

　
鯖

江
市

下
新

庄
町

55-19-2
　

〃
　

　
福

岡
　

秀
樹

　
鯖

江
市

下
新

庄
町

52-76
　

〃
　

　
石

本
　

嘉
信

　
鯖

江
市

下
新

庄
町

53-28-1
　

〃
　

　
三

田
村

孝
一

　
鯖

江
市

下
新

庄
町

128-21-1
　

〃
　

　
内

方
　

忠
敏

　
鯖

江
市

下
新

庄
町

63-31
　

〃
　

　
齋

藤
　

晋
　

　
鯖

江
市

定
次

町
8-15

　
〃

　
　

斉
藤

　
正

之
　

鯖
江

市
定

次
町

8-31
　

〃
　

　
恩

地
　

彦
雄

　
鯖

江
市

定
次

町
8-2

監
　

事
　

山
﨑

　
喜

通
　

鯖
江

市
下

新
庄

町
126-6-1

　
〃

　
　

奥
田

　
俊

雄
　

鯖
江

市
五

郎
丸

町
16-25

　
〃

　
　

福
岡

　
良

二
　

鯖
江

市
下

新
庄

町
134-21

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
政

府
特

定
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
公

募
型

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

を
実

施
す
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る
の

で
、

特
定

調
達

契
約

に
係

る
福

井
県

財
務

規
則

の
特

例
に

関
す

る
規

則
（

平
成

７
年

福
井

県
規

則
第

８
２

号
）

第
４

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
　

　
　

　
　

　
福

井
県

知
事

　
杉

本
　

達
治

１
　

企
画

提
案

書
の

提
出

を
求

め
る

事
項

　
⑴

　
企

画
提

案
書

の
提

出
を

求
め

る
業

務
（

以
下

「
工

事
業

務
」

と
い

う
。

）
の

名
称

　
　

　
ふ

く
い

建
設

産
業

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
構

築
お

よ
び

保
守

業
務

　
⑵

　
業

務
内

容
　

　
　

ふ
く

い
建

設
産

業
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

構
築

お
よ

び
開

設
後

の
保

守
業

務
　

⑶
　

契
約

期
間

　
　

　
令

和
４

年
８

月
１

日
か

ら
令

和
１

０
年

３
月

３
１

日
ま

で
２

　
企

画
提

案
書

を
提

出
す

る
者

に
必

要
な

資
格

　
 　

企
画

提
案

書
を

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
一

の
個

人
も

し
く

は
法

人
ま

た
は

共
同

企
業

体
で

あ
っ

て
、

そ
れ

ぞ
れ

ふ
く

い
建

設
産

業
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

構
築

お
よ

び
保

守
業

務
に

関
す

る
審

査
委

員
会

（
以

下
「

審
査

委
員

会
」

と
い

う
。

）
の

審
査

を
受

け
る

資
格

（
以

下
「

受
審

資
格

」
）

に
関

し
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
県

の
認

定
を

受
け

た
者

と
す

る
。

　
⑴

　
個

人
ま

た
は

法
人

　
　

ア
 　

福
井

県
財

務
規

則
（

昭
和

３
９

年
４

月
１

日
福

井
県

規
則

第
１

１
号

）
第

１
４

６
条

の
規

定
に

よ
り

知
事

が
競

争
入

札
参

加
資

格
を

有
す

る
と

認
め

た
者

で
あ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

後
段

３
（

１
）

に
定

め
る

受
審

資
格

認
定

申
請

書
提

出
時

に
競

争
入

札
参

加
資

格
を

有
し

て
い

な
い

場
合

に
お

い
て

も
、

本
県

に
対

し
て

地
方

自
治

法
施

工
令

第
１

６
７

条
の

５
お

よ
び

福
井

県
財

務
規

則
第

１
４

６
条

に
規

定
す

る
競

争
入

札
参

加
資

格
審

査
に

関
す

る
申

請
を

提
出

済
み

で
あ

れ
ば

、
当

該
項

目
に

つ
い

て
受

審
資

格
を

有
す

る
も

の
と

し
て

取
り

扱
う

こ
と

と
し

、
競

争
入

札
参

加
資

格
審

査
の

結
果

、
資

格
が

な
い

と
認

め
ら

れ
た

時
点

に
お

い
て

本
件

に
関

す
る

受
審

資
格

を
喪

失
す

る
も

の
と

す
る

。
　

　
イ

 　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

２
２

年
政

令
第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

４
に

規
定

す
る

者
で

な
い

こ
と

。
　

　
ウ

　
受

審
資

格
認

定
の

日
に

お
い

て
、

現
に

県
の

指
名

停
止

措
置

を
受

け
て

い
る

者
で

な
い

こ
と

。
　

　
エ

 　
受

審
資

格
認

定
の

日
に

お
い

て
、

民
事

再
生

法
（

平
成

１
１

年
法

律
第

２
２

５
号

）
の

規
定

に
よ

る
再

生
手

続
開

始
の

申
立

て
、

会
社

更
生

法
（

平
成

１
４

年
法

律
第

１
５

４
号

）
の

規
定

に
よ

る
構

成
手

続
開

始
の

申
立

て
、

ま
た

は
破

産
法

（
平

成
１

６
年

法
律

第
７

５
号

）
の

規
定

に
よ

る
破

産
手

続
開

始
の

申
立

て
が

行
わ

れ
て

い
る

者
で

な
い

こ
と

。
　

　
オ

 　
福

井
県

に
事

務
所

ま
た

は
事

業
所

を
有

す
る

者
に

あ
た

っ
て

は
、

す
べ

て
の

県
税

な
ら

び
に

消
費

税
お

よ
び

地
方

消
費

税
に

お
い

て
未

納
が

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
　

　
カ

 　
次

の
ア

か
ら

オ
ま

で
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
 

　
　

　
ア

 　
役

員
等

（
個

人
で

あ
る

場
合

に
は

そ
の

者
を

、
法

人
で

あ
る

場
合

に
は

そ
の

役
員

ま
た

は
そ

の
支

店
も

し
く

は
常

時
契

約
を

締
結

す
る

事
務

所
を

代
表

す
る

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

暴
力

団
員

（
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第
７

７
号

）
第

２
条

第
６

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

で
あ

る
者

　
　

　
イ

 　
暴

力
団

（
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
２

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
ま

た
は

暴
力

団
員

が
経

営
に

実
質

的
に

関
与

し
て

い
る

者
　

　
　

ウ
 　

役
員

等
が

自
己

、
自

社
も

し
く

は
第

三
者

の
不

正
の

利
益

を
図

る
目

的
ま

た
は

第
三

者
に

損
害

を
加

え
る

目
的

を
も

っ
て

、
暴

力
団

ま
た

は
暴

力
団

員
の

利
用

等
を

し
て

い
る

者
　

　
　

エ
 　

役
員

等
が

、
暴

力
団

も
し

く
は

暴
力

団
員

に
対

し
て

資
金

等
を

供
給

し
、

ま
た

は
便

宜
を

供
与

す
る

な
ど

直
接

的
も

し
く

は
積

極
的

に
暴

力
団

の
維

持
運

営
に

協
力

し
、

ま
た

は
関

与
し

て
い

る
者

　
　

　
オ

　
役

員
等

が
暴

力
団

ま
た

は
暴

力
団

員
と

社
会

的
に

非
難

さ
れ

る
べ

き
関

係
を

有
し

て
い

る
者

　
⑵

　
共

同
企

業
体

　
　

ア
 　

⑴
ア

か
ら

カ
ま

で
に

掲
げ

る
要

件
の

す
べ

て
を

満
た

す
個

人
ま

た
は

法
人

に
よ

り
自

主
的

に
結

成
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

共
同

企
業

体
を

構
成

す
る

者
（

以
下

「
構

成
員

」
と

い
う

。
）

で
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
た

協
定

書
を

締
結

し
て

い
る

こ
と

。
　

　
　

ア
　

共
同

企
業

体
の

目
的

　
　

　
イ

　
共

同
企

業
体

の
名

称
　

　
　

ウ
　

構
成

員
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

　
エ

　
代

表
構

成
員

の
名

称
お

よ
び

権
限

　
　

　
オ

　
構

成
員

の
出

資
割

合
　

　
　

カ
　

各
構

成
員

の
責

任
　

　
　

キ
　

利
益

金
お

よ
び

欠
損

金
の

配
当

な
ら

び
に

負
担

の
割

合
　

　
　

ク
　

取
引

金
融

機
関

の
名

称
　

　
　

ケ
　

業
務

機
関

中
に

お
け

る
構

成
員

の
脱

退
に

関
す

る
措

置
　

　
　

コ
 　

業
務

期
間

中
に

お
け

る
構

成
員

の
破

産
、

会
社

更
生

、
民

事
再

生
手

続
ま

た
は

解
散

に
対

す
る

措
置

　
　

　
サ

　
共

同
企

業
体

解
散

後
の

契
約

不
適

合
責

任
　

　
　

 　
な

お
、

本
契

約
締

結
後

に
、

共
同

企
業

体
の

協
定

書
の

内
容

を
変

更
し

よ
う

と
す

る
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

本
県

と
協

議
す

る
こ

と
。

　
　

イ
　

共
同

企
業

体
の

代
表

構
成

員
が

⑴
カ

に
掲

げ
る

要
件

を
満

た
す

こ
と

。
　

　
ウ

 　
共

同
企

業
体

の
出

資
比

率
が

最
大

の
者

が
代

表
者

で
あ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

出
資

比
率

が
最

大
の

者
が

複
数

あ
る

場
合

は
、

い
ず

れ
か

の
者

が
代

表
者

と
な

る
こ

と
。

　
　

エ
 　

全
て

の
構

成
員

が
、

本
件

提
案

に
参

加
す

る
他

の
共

同
企

業
体

の
構

成
員

と
な

っ
て

い
な

い
こ

と
。

　
　

オ
 　

３
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
受

審
資

格
認

定
申

請
書

等
を

提
出

し
、

本
件

提
案

に
係

る
受

審
資

格
を

有
す

る
こ

と
に

つ
い

て
本

県
知

事
か

ら
確

認
を

受
け

て
い

る
こ

と
。

３
　

受
審

資
格

の
認

定
の

申
請

手
続

等
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な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
　

イ
 　

県
は

、
説

明
を

求
め

た
者

に
対

し
て

、
書

面
の

提
出

の
あ

っ
た

日
か

ら
１

０
日

以
内

に
書

面
に

よ
り

回
答

す
る

。
４

　
本

委
託

業
務

に
関

す
る

質
問

事
項

　
 　

本
業

務
に

関
す

る
質

問
事

項
に

つ
い

て
は

、
令

和
４

年
６

月
２

２
日

（
水

）
１

７
時

ま
で

に
電

子
メ

ー
ル

で
文

書
（

様
式

２
）

を
提

出
す

る
こ

と
（

提
出

先
：

kanrika@
pref.fukui.lg.jp）

　
 　

質
問

に
対

す
る

回
答

は
、

電
子

メ
ー

ル
に

よ
り

、
す

べ
て

の
受

審
資

格
認

定
者

に
対

し
て

一
斉

に
行

う
。

５
　

企
画

提
案

書
の

提
出

手
続

　
⑴

　
提

出
書

類
お

よ
び

提
出

部
数

　
　

ア
　

企
画

提
案

書
　

８
部

　
　

イ
　

ア
の

電
子

デ
ー

タ
を

収
録

し
た

電
子

媒
体

　
１

部
　

⑵
　

提
出

方
法

　
　

　
持

参
ま

た
は

配
達

証
明

付
き

郵
便

に
よ

る
こ

と
。

　
⑶

　
提

出
期

限
　

　
　

令
和

４
年

７
月

１
２

日
（

火
）

１
２

時
０

０
分

ま
で

（
必

着
）

　
　

　
な

お
、

提
出

後
に

お
け

る
資

料
の

追
加

お
よ

び
変

更
は

認
め

な
い

。
　

⑷
　

提
出

場
所

　
　

　
３

⑴
エ

に
同

じ
　

⑸
　

提
出

書
類

の
様

式
等

　
　

　
３

⑴
オ

に
同

じ
６

　
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

の
実

施
　

 　
提

案
者

の
審

査
を

行
う

た
め

、
提

案
内

容
の

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
お

よ
び

提
案

内
容

に
関

す
る

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

実
施

す
る

。
そ

の
日

程
等

は
概

ね
次

の
と

お
り

と
し

、
詳

細
は

受
審

資
格

の
認

定
結

果
と

合
わ

せ
て

通
知

す
る

。
　

⑴
　

開
催

日
時

　
　

　
令

和
４

年
７

月
１

５
日

（
金

）
（

時
間

は
未

定
）

　
⑵

　
開

催
場

所
　

　
　

福
井

県
庁

舎
内

７
　

審
査

会
お

よ
び

契
約

先
候

補
者

の
選

考
等

　
⑴

　
審

査
会

　
　

 　
審

査
委

員
会

が
、

提
出

さ
れ

た
企

画
提

案
書

お
よ

び
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

の
内

容
等

に
基

づ
き

審
査

を
行

う
。

　
⑵

　
審

査
結

果
　

　
　

審
査

結
果

に
つ

い
て

、
採

否
に

関
わ

ら
ず

企
画

提
案

書
を

提
出

し
た

者
に

書
面

で
通

知
す

る
。

　
　

　
な

お
、

審
査

結
果

の
異

議
申

立
て

は
、

一
切

受
け

付
け

な
い

。
　

⑶
　

選
定

さ
れ

な
か

っ
た

提
案

者
に

対
す

る
理

由
の

説
明

　
⑴

　
受

審
資

格
の

認
定

の
申

請
手

続
等

　
　

 　
企

画
提

案
書

を
提

出
す

る
者

は
、

次
の

と
お

り
申

請
し

、
受

審
資

格
の

認
定

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
　

ア
　

提
出

書
類

お
よ

び
部

数
　

　
　

ア
　

受
審

資
格

認
定

申
請

書
（

様
式

１
）

　
１

部
　

　
　

イ
 　

企
画

提
案

参
加

事
業

者
の

概
要

・
事

業
内

容
・

運
営

体
制

等
が

分
か

る
資

料
（

会
社

案
内

等
）

　
　

　
ウ

 　
過

去
に

同
種

案
件

の
受

託
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

実
績

が
わ

か
る

も
の

（
契

約
書

の
写

し
等

）
　

　
イ

　
提

出
方

法
　

　
　

　
持

参
ま

た
は

郵
送

（
必

着
）

に
て

提
出

す
る

こ
と

。
　

　
ウ

　
提

出
期

限
　

　
　

　
令

和
４

年
６

月
１

３
日

（
月

）
１

７
時

ま
で

（
必

着
）

　
　

　
　

な
お

、
提

出
後

に
お

け
る

申
請

書
の

追
加

お
よ

び
変

更
は

認
め

な
い

。
　

　
エ

 　
提

出
場

所
お

よ
び

申
請

に
係

る
質

問
を

受
け

付
け

る
場

所
な

ら
び

に
認

定
に

関
す

る
事

務
を

担
当

す
る

部
局

の
所

在
地

お
よ

び
名

称
　

　
　

　
〒

９
１

０
−

８
５

８
０

 
　

　
　

　
福

井
県

福
井

市
大

手
３

丁
目

１
７

番
１

号
　

　
　

　
福

井
県

土
木

部
土

木
管

理
課

技
術

管
理

グ
ル

ー
プ

　
　

　
　

電
話

０
７

７
６

−
２

０
−

０
４

７
１

　
　

オ
　

提
出

資
料

の
様

式
等

　
　

　
　

実
施

要
領

お
よ

び
各

種
様

式
等

関
係

書
類

の
交

付
に

つ
い

て
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

　
　

　
ア

　
交

付
期

間
　

　
　

　
 　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
（

火
）

か
ら

令
和

４
年

６
月

１
３

日
（

月
）

ま
で

（
土

、
日

、
祝

日
を

除
く

。
）

の
９

時
か

ら
１

７
時

ま
で

と
す

る
。

　
　

　
イ

　
交

付
場

所
　

　
　

　
　

３
⑴

エ
に

同
じ

。
　

　
　

 　
な

お
、

福
井

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（

https://w
w

w
.pref.fukui.lg.jp）

か
ら

も
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
⑵

　
受

審
資

格
の

認
定

時
期

　
　

　
受

審
資

格
の

認
定

は
、

令
和

４
年

６
月

１
６

日
（

木
）

ま
で

に
行

う
。

　
⑶

　
受

審
資

格
の

認
定

結
果

　
　

　
電

子
メ

ー
ル

に
よ

り
申

請
者

に
通

知
す

る
。

　
⑷

　
受

審
資

格
の

認
定

を
受

け
ら

れ
な

か
っ

た
者

に
対

す
る

理
由

の
説

明
　

　
ア

 　
受

審
資

格
の

認
定

を
受

け
ら

れ
な

か
っ

た
者

は
、

書
面

に
よ

り
、

そ
の

理
由

に
つ

い
て

説
明

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

、
令

和
４

年
６

月
２

１
日

（
火

）
１

７
時

０
０

分
ま

で
に

、
説

明
を

求
め

る
旨

を
記

載
し

た
書

面
を

持
参

し
て

、
申

請
書

の
提

出
場

所
に

提
出

し
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 ア
 　

選
定

さ
れ

な
か

っ
た

提
案

者
は

、
書

面
に

よ
り

、
そ

の
理

由
に

つ
い

て
説

明
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

旨
を

記
載

し
た

書
面

を
持

参
し

て
、

申
請

書
の

提
出

場
所

へ
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

　
イ

 　
県

は
、

説
明

を
求

め
た

提
案

者
に

対
し

て
は

、
書

面
の

提
出

が
あ

っ
た

日
か

ら
１

０
日

以
内

に
書

面
に

よ
り

回
答

す
る

。
８

　
そ

の
他

　
⑴

 　
こ

の
公

告
に

係
る

一
連

の
手

続
お

よ
び

業
務

の
契

約
等

に
関

す
る

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

お
よ

び
通

貨
は

、
日

本
語

お
よ

び
日

本
国

の
通

貨
に

限
る

。
　

⑵
　

必
要

書
類

が
不

足
し

て
い

る
資

料
、

提
出

期
限

に
遅

れ
た

資
料

は
一

切
受

け
付

け
な

い
。

　
⑶

　
提

出
さ

れ
た

書
類

は
返

却
し

な
い

。
　

⑷
　

企
画

提
案

に
関

す
る

経
費

は
、

全
額

提
案

者
負

担
と

す
る

。
　

⑸
　

書
類

の
内

容
に

虚
偽

の
記

載
が

あ
る

場
合

に
は

、
失

格
と

す
る

。
　

⑹
 　

提
案

者
の

選
定

に
当

た
り

、
提

案
者

に
対

し
て

、
企

画
提

案
書

の
内

容
に

つ
い

て
の

説
明

を
求

め
る

こ
と

が
あ

る
。

　
⑺

 　
こ

の
公

告
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
別

添
「

ふ
く

い
建

設
産

業
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

構
築

お
よ

び
保

守
業

務
　

公
募

型
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
実

施
要

領
」

等
に

よ
る

。
９

　
Sum

m
ary

　
⑴

　
Subject m

atter
　

　
　

Proposals for the Fukui Construction Industry Portal Site
　

⑵
　

T
im

e-lim
it for the subm

ission of proposals
　

　
　

12:00P.M
. on T

uesday, July 12, 2022
　

⑶
　

Contact point for the notice
　

　
 　

Public W
orks M

anagem
ent D

ivision, D
epartm

ent of Public W
orks, Fukui 

Prefectural governm
ent 3-17-1,O

hte, Fukui City, Fukui Prefecture,910-8580,Japan.
(T

EL 0776-20-0471)

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
４
７
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
政

治
団

体
の

設
立

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
７

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨
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福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
４
８
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
政

治
団

体
の

届
出

事
項

の
異

動
に

係
る

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

７
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
　

　
　

　
　

　
福

井
県

選
挙

管
理

委
員

会
　

　
　

　
　

　
　

委
員

長
　

金
井

　
亨

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
４
９
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
１

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

政
治

団
体

の
解

散
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。
　

　
令

和
４

年
５

月
３

１
日



福 井 県 報 第 198 号令和４年５月31日（火）21

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨
　

　
　

　
　

　
福

井
県

選
挙

管
理

委
員

会
　

　
　

　
　

　
　

委
員

長
　

金
井

　
亨

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
５
０
号

　
公

職
選

挙
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
１

０
０

号
）

第
１

６
１

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
勝

山
市

選
挙

管
理

委
員

会
か

ら
、

同
条

第
１

項
第

３
号

に
規

定
す

る
個

人
演

説
会

等
の

施
設

を
指

定
し

た
旨

の
報

告
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

４
年

５
月

３
１

日
　

　
　

　
　

　
福

井
県

選
挙

管
理

委
員

会
　

　
　

　
　

　
　

委
員

長
　

金
井

　
亨
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を

取
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と
お

り
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